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文京学院大学学則（案） 

第１章 総 則 

（目 的） 

第１条 文京学院大学（以下「本学」という。）は、「自立と共生」の建学の精神に則り、教育基本

法ならびに学校教育法に基づき、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、

社会の発展に寄与するこころ豊かな人間の育成を目的とする。 

２ 大学設置基準の趣旨に沿い、各学部学科において以下の人材養成を目指す。 

学 部 学 科 目標とする人材 

経営学部 経営コミュニケー

ション学科

主体的に考え自律的に行動し，持続可能な社会への変革に

挑戦するクリエイティブでロジカルなイノベーター人材の

育成 

マーケティング・

デザイン学科

「マーケティング」、「コンテンツ・デザイン」、「デジ

タル」の3つのエリアを融合させ、新しい社会のニーズに

応えられる、デジタル経済の担い手となるような人材の育

成

人間学部 コミュニケーショ

ン社会学科

人間と人間、人間と社会、人間と自然との共生をコミュニ

ケーションという観点から捉え、共生社会実現のための豊

かな感性、総合的な理解力、具体的な実践力を育成し、社

会に貢献できる人材の養成

児童発達学科 子どもたちの心と体の成長を確かな技術で受け止め、やわ

らかな感性をもとに、支え、育み、細分化するニーズに的

確に応えられる、保育者・教育者の養成 

人間福祉学科 子どもや高齢者、心身に障害がある人、生活上の問題を抱

える人など他者の助けを必要とする多くの人々に対してあ

たたかなまなざしとともに、的確な知識と技術を持って接

することができるスペシャリストの養成 

心理学科 広範な知識をもとに、人と社会のあるべき姿を考え、心理

学的な視点から現代社会の諸問題に専門性の高いアプロー

チができる人材の養成

外国語学部 英語コミュニケー

ション学科

国際語である英語の実践能力の涵養を図るとともに、国際

関係や異文化理解など幅広い教養を培い、ＩＴ活用能力を

高め、将来、多様な環境の中で、社会に貢献できる“人間

力”を備えた人材の養成 

保健医療技術学部 理学療法学科 チーム医療と根拠ある理学療法を基盤に、心の不安も含め

て理解することができ、高い科学的思考力と確実に施行で

きる専門技術を併せもち、かつ将来にわたって熱意をもち

続ける理学療法士の養成

作業療法学科 ｢自立と共生」の理念のもと、高い倫理観をもち、自らの

自律を求め、保健・医療・福祉・教育・職業分野におい

て、対象者に作業療法を実践することで、それらの人々の

生活を支援することができる人材の育成 

臨床検査学科 検査に関する知識と技能を習得し、現代の医療における臨

床検査の立場を熟知し、医療人としての倫理観を身につけ
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た明日の医療を支える一員となり得る人材の養成 

看護学科 豊かな人間性と高い倫理観、コミュニケーション能力を備

えた優れた看護専門職者として、看護実践能力を身につ

け、チーム医療の中で専門性を発揮し、グローバルな視点

から健康問題を捉え、多様な職種の人々と連携・協働でき

る人材の育成 

ヒューマン・デー

タサイエンス学部 

ヒューマン・デー

タサイエンス学科 

人と人、人と地域、人と自然が共生する社会創造に寄与で

き、「社会課題発見スキル×データサイエンス・AI活用ス

キル×プロジェクトマネジメントスキル」の３つのスキル

に基づき、解決策を提案できる能力を持った人材の養成 

（自己評価等） 

第２条 本学は、教育研究水準の向上を図り、前条に定める目的および社会的使命を達成するため、

教育研究活動等の状況について自ら点検および評価を行う。 

２ 前項の点検および評価を行うに当たっての項目ならびに実施体制等については、別に定め

る。 

第２章 基 本 組 織 

（大学院・学部・学科および学生定員） 

第３条 本学は、大学院および学部をもって組織する。 

２ 本学に設置する学部、学科、専攻および学生定員は次のとおりとする。 

学   部 学  科・専  攻 入学定員 収容定員 

経営学部 

経営コミュニケーション学科 １３０名 

１，０４０名 マーケティング・デザイン学

科 
１３０名 

人間学部 

児童発達学科 １３０名 ５２０名 

人間福祉学科 

（内、介護福祉コース） 

１１０名 

（３０名） 

４４０名 

（１２０名） 

心理学科 １００名 ４００名 

外国語学部 

英語コミュニケーション学科 

国際ビジネスコミュニケーシ

ョン専攻 １８０名 ７２０名 

国際教養コミュニケーション

専攻 

保健医療技術

学部 

理学療法学科 ８０名 ３２０名 

作業療法学科 ４０名 １６０名 

臨床検査学科 ８０名 ３２０名 

看護学科 １００名 ４００名 

ヒューマン・

データサイエ

ンス学部 

ヒューマン・データサイエン

ス学科 １１０名 ４４０名 

３ 大学院に関する学則は、別に定める。 

第３章 職 員 組 織 
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（職 員） 

第４条 本学に、学長、研究科委員長、学部長を置く。なお、必要に応じて、副学長を置くことがで

きる。 

２ 本学に、教授、准教授、助教、助手を置く。 

３ 本学に、事務職員およびその他必要な職員を置く。 

４ 職員は、それぞれの職務に従事する。 

（１）学長は、校務全般を掌り、所属職員を統督する。また、教育研究に関する重要事項に

ついては教授会の意見を聞いて決定する。 

（２）副学長は、学長を補佐し、また、学長の指示を受けた範囲において自らの権限で公務

を処理する。学長は指示の範囲を文書で明確にする。 

（３）研究科委員長は、学長を補佐し、当該研究科の諸事項を管掌する。 

（４）学部長は、学長を補佐し、当該学部の諸事項を管掌する。 

（５）教授は、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。 

（６）准教授は、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。 

（７）助教は、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。 

（８）助手は、所属組織の教育研究の円滑な実施に必要な業務を行う。 

（９）事務職員および必要な職員は、大学の事務全般を掌る。 

（10）介護福祉士養成施設の職員組織については、特則で規定する。 

第４章 大学運営会議 

（大学運営会議） 

第５条 大学は、大学の重要事項を審議するため、大学運営会議を置く。 

２ 学長は、大学運営会議を招集し、その議長となる。 

（大学運営会議の組織） 

第６条 大学運営会議は、理事長、学長、副学長、研究科委員長、学部長、教務部長、学生部長、学

長補佐、法人事務局長、法人副事務局長、大学事務局長（統括ディレクター）、キャンパスデ

ィレクターをもって組織する。 

２ 大学運営会議委員の任期、大学運営会議の運営方法、定足数および議決方法その他につい

ては、別に定める。 

（審議事項） 

第７条 大学運営会議は、次の事項を審議する。 

（１）全学部・全研究科の教育課程の編成に関する全学的な方針の策定 

（２）学則その他重要な規則の制定改廃に関する事項 

（３）教員人事に関する事項 

（４）大学院、学部、学科その他重要な研究機関の設置・廃止に関する事項 

（５）学生定員に関する事項 

（６）学生の身分に関する事項 

（７）大学院、学部その他の機関の連絡調整に関する事項 

（８）学長が委嘱した事項 

（９）その他大学の運営に関する重要な事項 

第５章 教 授 会 

（教授会） 

第８条 大学および各学部に、重要事項を審議するため、教授会を必ず置く。 

２ 学長は全学教授会を召集し、その議長となる。学部長は各学部の教授会を召集し、その議

長となる。 

３ 教授会は、教育研究に関する事項について審議する機関であり、決定権者である学長に対

して意見を述べる機関である。 

（教授会の組織） 

第９条 教授会は、教授をもって組織する。 
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２ 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認める場合は、准教授、助教を加えることがで

きる。 

３ 学園長および法人事務局長、統括ディレクター（大学事務局長）は、教授会に出席して意

見を述べることができる。 

４ 教授会の運営方法、定足数および議決方法その他については、別に定める。 

（審議事項） 

第10条 教授会は、次の事項を審議し、学長が決定を行うにあたり意見を述べる。 

１）学生の入学、編入学、転入学、再入学、休学、留学、転学、転学部、転学科、退学、除籍、

卒業及び課程の修了に関する事項 

２）学位の授与に関する事項 

３）学長が定める事項 

※｢学校教育法第９３条２項３号の学長が定める事項｣については、別途学長裁定規程として定め

る。 

２ 教授会は、次の事項を審議し、学長等（学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の

長）から求められた場合、意見を述べる。 

１）科目等履修生、聴講生、研究生、外国人留学生に関する事項 

２）学生団体および学生の生活指導に関する事項 

３）学生の賞罰に関する事項 

４）その他教育研究に関する事項 

第６章 修業年限および在学年限 

（修業年限） 

第11条 本学の修業年限は、４年とする。 

２ 学生は、８年を超えて在学することはできない。 

３ 長期履修学生として認定を受けた者は、前項の規定は適用しない。 

４ 第１項の規定にかかわらず飛び級による早期卒業を認める。 

第７章 学年、学期および休業日 

（学 年） 

第12条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（学 期） 

第13条 学年を分けて、次の２期とする。 

前期 ４月１日から９月３０日まで  後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

（休業日） 

第14条 休業日は次のとおりとする。 

（１）日曜日 

国民の祝日に関する法律に規定する休日 

学園創立記念日 １０月２３日 

（２）夏季・冬季・春季の休業日については、各学部、学科、研究科等の学年暦で示すもの

とする。 

（３）夏季・冬季・春季等の休業日に各種実習を行うことがある。 

（４）学長が必要と認めるときは、前項の休業日を臨時に変更し、または臨時の休業日を定

めることができる。 

第８章 教育課程および履修方法等 

（授業科目） 

第15条 経営学部経営コミュニケーション学科の授業科目を分けて、教養科目、語学科目、キャリア

科目、学部共通科目、学科専門科目（基礎・基幹）、学科専門科目（発展）、留学科目とす

る。 
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さらに、教養科目を分けて大学特別科目および教養科目とする。また、語学科目を分けて外

国語科目および留学生科目とする。学科専門科目（基礎・基幹）を分けて、経営、会計・税

務、経済・金融・法とする。学科専門科目（発展）を分けて、経営、会計・税務、経済・金

融・法、フィールドワーク、演習とする。 

（１）授業科目の種類および単位数は、別表のとおりとする。 

（２）前号に定めるもののほか、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。 

２ 経営学部マーケティング・デザイン学科の授業科目を分けて、教養科目、語学科目、キャ

リア科目、学部共通科目、学科専門科目（基礎・基幹）、学科専門科目（発展）、留学科目

とする。 

さらに、教養科目を分けて大学特別科目および教養科目とする。また、語学科目を分けて

外国語科目および留学生科目とする。学科専門科目（基礎・基幹）を分けて、経営、会計・

税務、経済・金融・法とする。学科専門科目（発展）を分けて、経営、会計・税務、経済・

金融・法、フィールドワーク、演習とする。 

（１）授業科目の種類および単位数は、別表のとおりとする。 

（２）前号に定めるもののほか、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。 

３ 人間学部コミュニケーション社会学科の授業科目を分けて、大学特別科目、学部共通科

目、学科基礎科目、専門科目、専門実践科目、専門関連科目および海外留学科目とする。 

（１）授業科目の種類および単位数は、別表のとおりとする。 

（２）前号に定めるもののほか、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。 

４ 人間学部児童発達学科の授業科目を分けて、大学特別科目、学部共通科目、卒業研究、保

育・教育専門科目および海外留学科目とする。 

（１）授業科目の種類および単位数は、別表のとおりとする。 

（２）前号に定めるもののほか、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。 

（３）児童発達学科においては、幼稚園教諭一種免許の教職課程ならびに保育士資格の養成

課程を受けることができる。授業科目の履修方法については、別表のとおりとする。 

（４）児童発達学科においては、小学校教諭一種免許の教職課程を受けることができる。授

業科目の履修方法については、別表のとおりとする。 

５ 人間学部人間福祉学科の授業科目を分けて、大学特別科目、学部共通科目、卒業研究、人

間福祉基礎科目、社会福祉専門科目、精神保健福祉専門科目、介護福祉専門科目、人間福祉

関連科目、福祉マネジメント科目および海外留学科目とする。 

（１）授業科目の種類および単位数は、別表のとおりとする。 

（２）前号に定めるもののほか、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。 

（３）人間福祉学科においては、社会福祉士、精神保健福祉士の受験資格を得ることができ

る。授業科目の履修方法については、別表のとおりとする。 

（４）介護福祉コースの養成課程の指定科目および履修方法等については、特則で規定す

る。 

６ 人間学部心理学科の授業科目を分けて、大学特別科目、学部共通科目、専門演習、専門基

礎科目、専門科目および海外留学科目とする。 

（１）授業科目の種類および単位数は、別表のとおりとする。 

（２）前号に定めるもののほか、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。 

（３）心理学科においては、公認心理師の受験資格を得るために学部で修得すべき科目を履

修することができる。授業科目の履修方法については、別表のとおりとする。 

７ 外国語学部英語コミュニケーション学科国際ビジネスコミュニケーション専攻の授業科目

を分けて、大学特別科目、英語コミュニケーション科目、基礎総合力科目、専門科目、海外

留学等科目、教職課程科目および外国人交換留学科目とする。 

（１）授業科目の種類および単位数は、別表のとおりとする。 

（２）前号に定めるもののほか、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。 

（３）外国語学部英語コミュニケーション学科国際ビジネスコミュニケーション専攻におい

ては、高等学校教諭一種免許（英語）ならびに中学校教諭一種免許(英語)を受けること

ができる。授業科目の履修方法については、別表のとおりとする。 

（４）留学特待生プログラムの履修方法等については、特則で規定する。 

８ 外国語学部英語コミュニケーション学科国際教養コミュニケーション専攻の授業科目を分

けて、大学特別科目、英語コミュニケーション科目、基礎総合力科目、専門科目、海外留学
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等科目、教職課程科目および外国人交換留学科目とする。 

（１）授業科目の種類および単位数は、別表のとおりとする。 

（２）前号に定めるもののほか、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。 

（３）外国語学部英語コミュニケーション学科国際教養コミュニケーション専攻において

は、高等学校教諭一種免許（英語）ならびに中学校教諭一種免許(英語)を受けることが

できる。授業科目の履修方法については、別表のとおりとする。 

（４）留学特待生プログラムの履修方法等については、特則で規定する。 

９ 保健医療技術学部理学療法学科の授業科目を分けて、基礎分野、専門基礎分野、専門分野

とする。 

（１）授業科目の種類および単位数は、別表のとおりとする。 

（２）前号に定めるもののほか、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。 

（３）授業科目の履修方法については、別表のとおりとする。 

（４）保健医療技術学部理学療法学科においては、理学療法士の国家試験受験資格を得るこ

とができる。授業科目の履修方法については別表のとおりとする。 

10 保健医療技術学部作業療法学科の授業科目を分けて、基礎分野、専門基礎分野、専門分野

とする。 

（１）授業科目の種類および単位数は、別表のとおりとする。 

（２）前号に定めるもののほか、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。 

（３）授業科目の履修方法については、別表のとおりとする。 

（４）保健医療技術学部作業療法学科においては、作業療法士の国家試験受験資格を得るこ

とができる。授業科目の履修方法については別表のとおりとする。 

11 保健医療技術学部臨床検査学科の授業科目を分けて、基礎分野、専門基礎分野、専門分野

とする。 

（１）授業科目の種類および単位数は、別表のとおりとする。 

（２）前号に定めるもののほか、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。 

（３）授業科目の履修方法については、別表のとおりとする。 

（４）保健医療技術学部臨床検査学科においては、臨床検査技師の国家試験受験資格を得る

ことができる。授業科目の履修方法については別表のとおりとする。 

12 保健医療技術学部看護学科の授業科目を分けて、基礎分野、専門基礎分野、専門分野とす

る。 

（１）授業科目の種類および単位数は、別表のとおりとする。 

（２）前号に定めるもののほか、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。 

（３）授業科目の履修方法については、別表のとおりとする。 

（４）保健医療技術学部看護学科においては、看護師の国家試験受験資格を得ることができ

る。授業科目の履修方法については別表のとおりとする。 

（５）保健医療技術学部看護学科においては、保健師の国家試験受験資格を得ることができ

る。授業科目の履修方法については別表のとおりとする。 

13 ヒューマン・データサイエンス学部ヒューマン・データサイエンス学科の授業科目を分け

て、大学特別科目、教養科目、キャリア・インターンシップ科目、学科基礎科目、データサ

イエンス科目、ヒューマン・ドメイン科目、プロジェクトマネジメント科目、実践科目とす

る。 

（１）授業科目の種類および単位数は、別表のとおりとする。 

（２）前号に定めるもののほか、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。 

14 Bunkyo GCIの授業科目を分けて、英語科目群、共通科目群、学部発展科目群、キャリア科

目群、短期海外研修とする。授業科目の履修方法は別に定める。 

（１）授業科目の種類および単位数は、別表のとおりとする。 

（２）前号に定めるもののほか、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。 

Bunkyo GCIは、学部横断型の取組であり、教育課程その他学部との調整等が必要な場

合は、協議するものとする。決議についてはGCIを優先する。 

（１年間の授業期間） 

第16条 １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、３５週にわたることを原則とする。 
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（単位の計算方法） 

第17条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成

することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修

等を考慮して、次の基準により計算するものとする。 

（１）講義については、１５時間から３０時間までの範囲で大学が定める授業時間をもって

１単位とする。 

（２）演習については、１５時間から３０時間までの範囲で大学が定める授業時間をもって

１単位とする。 

（３）実験、実習および実技については、３０時間から４５時間までの範囲で大学が定める

授業時間をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作、インターンシップ等の授業科

目については、これらの学習の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合

にはこれらに必要な学修等を考慮して、単位を定めることができる。 

（単位の授与） 

第18条 授業科目を履修し認定された者には、所定の単位を与える。 

２ 単位取得の認定は、試験、論文、その他の方法によるものとする。 

３ 介護福祉コースの単位の授与については、特則で規定する。 

（学部・学科間の科目履修） 

第19条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が相互に他の学部において履修した授業科目につ

いて修得した単位を、第２０条、第２１条、第２２条で取得する単位と合わせて３０単位を超

えない範囲で、当該学部・学科における授業科目の履修により修得したものとみなすことがで

きる。 

２ 前項の単位を超えない範囲で教職免許取得に必要な科目についても他学部・他学科の授業

科目を履修し、要件を満たせば教職課程を受けることができる。 

（他の大学または短期大学における授業科目の履修等） 

第20条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学または短期大学において履修した授業

科目について修得した単位を、３０単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修によ

り修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は、学生が外国の大学または短期大学に留学する場合に準用する。 

３ 外国語学部英語コミュニケーション学科の留学特待生プログラムの履修生については、他

の大学または短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、第１９条、第２

１条、第２２条で取得する単位と合わせて留学特待生プログラムＡの学生は５５単位を、同

プログラムＢの学生は４０単位を超えない範囲で、当該学部・学科における授業科目の履修

により修得したものとみなすことができる。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第21条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う、短期大学のまたは高等専門学校の専攻科

における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみな

し、本学の定めるところにより単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は、前条第１項により本学において修得したものと

みなす単位数と合わせて３０単位を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位数の認定） 

第22条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学または短期大学等で修

得した単位を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなす

ことができる。 

２ 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定

する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与え

ることができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、または与えることのできる単位数は、編入学、転入

学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて３０単位を超
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えないものとする。 

４ 編入学、転入学の場合に与えることのできる単位数は、学生が本学に入学する前に大学ま

たは短期大学等で取得した単位を本学における授業科目の履修により修得したものとみな

し、６２単位を限度に認定する。 

（学修の評価） 

第23条 学修の評価は、秀、優、良、可および不可とし、秀、優、良、可を合格とし、不可を不合格

とする。 

２ 評価の基準については、別に定める。 

第９章 卒業の要件等 

（卒業の要件） 

第24条 本学経営学部経営コミュニケーション学科を卒業するためには、本学に４年以上在学し、次

の各号に定めるところにより、１２４単位以上を修得しなければならない。 

（１）教養科目群より必修科目2単位、選択科目8単位以上 

（２）語学科目群より必修科目6単位、選択科目6単位以上 

（３）キャリア科目群より必修科目2単位、選択科目4単位以上 

（４）学部共通科目群より必修科目18単位、選択科目14単位以上 

（５）学科専門科目(基礎・基幹)群より選択科目30単位以上 

（６）学科専門科目(発展)群より選択科目34単位以上 

※「専門演習（3年）」「専門演習（卒業研究）」を履修しない学生については、「キャリアメ

ンタリング演習Ⅰ」ならびに「キャリアメンタリング演習Ⅱ」を必ず履修することとする。

（履修科目の登録の上限：49単位（年間）） 

各号の科目の履修方法については、別に定める。 

２ 本学経営学部マーケティング・デザイン学科を卒業するためには、本学に４年以上在学

し、次の各号に定めるところにより、１２４単位以上を修得しなければならない。 

（１）教養科目群より必修科目2単位、選択科目8単位以上 

（２）語学科目群より必修科目6単位、選択科目6単位以上 

（３）キャリア科目群より必修科目2単位、選択科目4単位以上 

（４）学部共通科目群より必修科目18単位、選択科目14単位以上 

（５）学科専門科目(基礎・基幹)群より選択科目4科目以上8単位以上 

（６）学科専門科目(発展)群より選択科目56単位以上（「マーケティング」「デジタル」

「コンテンツ・デザイン」の区分より最低1科目取得） 

※「専門演習（3年）」「専門演習（卒業研究）」を履修しない学生については、「キャリア

メンタリング演習Ⅰ」ならびに「キャリアメンタリング演習Ⅱ」を必ず履修することとす

る。 

各号の科目の履修方法については、別に定める。 

３ 本学人間学部コミュニケーション社会学科を卒業するためには、本学に４年以上在学し、

大学特別科目、学部共通科目、学科基礎科目、専門科目、専門実践科目、専門関連科目およ

び海外留学科目の中から、必修を含め１２４単位以上を修得しなければならない。 

各科目群の科目の履修方法については、別に定める。 

４ 本学人間学部児童発達学科を卒業するためには、本学に４年以上在学し、大学特別科目、

学部共通科目、卒業研究、保育・教育専門科目および海外留学科目の中から、必修を含め１

２４単位以上を修得しなければならない。 

各科目群の科目の履修方法については、別に定める。 

５ 本学人間学部人間福祉学科を卒業するためには、本学に４年以上在学し、大学特別科目、

学部共通科目、卒業研究、人間福祉基礎科目、社会福祉専門科目、精神保健福祉専門科目、

介護福祉専門科目、人間福祉関連科目、福祉マネジメント科目および海外留学科目の中か

ら、必修を含め、１２４単位以上を修得しなければならない。 

各科目群の科目の履修方法および介護福祉コースの卒業の要件については、別に定める。 

６ 本学人間学部心理学科を卒業するためには、本学に４年以上在学し、大学特別科目、学部

共通科目、専門演習、専門基礎科目、専門科目および海外留学科目の中から、必修を含め、

１２４単位以上を修得しなければならない。 
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各科目群の科目の履修方法については、別に定める。 

７ 本学外国語学部英語コミュニケーション学科国際ビジネスコミュニケーション専攻を卒業

するためには、本学に４年以上在学し、大学特別科目、英語コミュニケーション科目、基礎

総合力科目、専門科目、海外留学等科目、教職課程科目および外国人交換留学科目の中か

ら、必修を含め１２８単位以上を修得しなければならない。各科目群の科目の履修方法およ

び留学特待生プログラムの卒業の要件については、別に定める。 

８ 本学外国語学部英語コミュニケーション学科国際教養コミュニケーション専攻を卒業する

ためには、本学に４年以上在学し、大学特別科目、英語コミュニケーション科目、基礎総合

力科目、専門科目、海外留学等科目、教職課程科目および外国人交換留学科目の中から、必

修を含め１２８単位以上を修得しなければならない。各科目群の科目の履修方法および留学

特待生プログラムの卒業の要件については、別に定める。 

９ 本学保健医療技術学部理学療法学科を卒業するためには、本学に４年以上在学し、基礎分

野、専門基礎分野、専門分野の各分野にわたり、必修を含め、１２５単位以上を修得しなけ

ればならない。 

各科目分野の科目の履修方法および理学療法士の国家試験の受験資格の要件については、

別に定める。 

10 本学保健医療技術学部作業療法学科を卒業するためには、本学に４年以上在学し、基礎分

野、専門基礎分野、専門分野の各分野にわたり、必修を含め、１２７単位以上を修得しなけ

ればならない。 

各科目分野の科目の履修方法および作業療法士の国家試験の受験資格の要件については、

別に定める。 

11 本学保健医療技術学部臨床検査学科を卒業するためには、本学に４年以上在学し、基礎分

野、専門基礎分野、専門分野の各分野にわたり、必修を含め、１２８単位以上を修得しなけ

ればならない。 

各科目分野の科目の履修方法および臨床検査技師の国家試験の受験資格の要件について

は、別に定める。 

12 本学保健医療技術学部看護学科を卒業するためには、本学に４年以上在学し、基礎分野、

専門基礎分野、専門分野の各分野にわたり、必修を含め、１２８単位以上を修得しなければ

ならない。 

各科目分野の科目の履修方法および看護師及び保健師の国家試験の受験資格の要件につい

ては、別に定める。 

13 本学ヒューマン・データサイエンス学部ヒューマン・データサイエンス学科を卒業するた

めには、本学に４年以上在学し、大学特別科目、教養科目、キャリア・インターンシップ科

目、学科基礎科目、データサイエンス科目、ヒューマン・ドメイン科目、プロジェクトマネ

ジメント科目、実践科目の中から、必修を含め、１２４単位以上を修得しなければならな

い。 

14 飛び級による早期卒業認定の、在学年限、卒業要件については、別に定める飛び級による

早期卒業に関する規定による。 

15 授業は、講義、演習、実験、実習、実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うも

のとする。この授業は多様なメディアを高度に利用して当該授業を行う教室以外の場所（遠

隔授業）で履修させることができる。その修得単位は６０単位を超えない範囲で卒業に必要

な単位とすることができる。 

（卒業の認定） 

第25条 前条に定める卒業の要件をみたした者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定す

る。 

２ 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書・学位記を授与する。 

（学士の学位の授与） 

第26条 学長は、卒業を認定した者には、次の区分により学士の学位を授与する。 

学  部 学科・専攻 学   位 

経営学部 経営コミュニケーション学科 学士（経営学） 
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経営学部 マーケティング・デザイン学科 学士（経営学） 

人間学部 コミュニケーション社会学科 学士（人間学） 

人間学部 児童発達学科   学士（教育学） 

人間学部 人間福祉学科   学士（社会福祉学） 

人間学部 心理学科   学士（心理学） 

外国語学部 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

学科 

国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

専攻 

学士 

（コミュニケーション） 

国際教養ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専

攻 

保健医療技術学部 理学療法学科 学士（理学療法学） 

保健医療技術学部 作業療法学科 学士（作業療法学） 

保健医療技術学部 臨床検査学科 学士（臨床検査学） 

保健医療技術学部 看護学科 学士（看護学） 

ヒューマン・デー

タサイエンス学部 

ヒューマン・データサイエンス学科 学士（ヒューマン・データサイエン

ス） 

２ その他学位に関する事項は、別に定める学位規程による。 

第10章 入学、編入学 等 

（入学の時期） 

第27条 入学の時期は、学年の始めとする。 

（入学資格） 

第28条 本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

（１）高等学校を卒業した者 

（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれ

に相当する学校教育を修了した者を含む） 

（３）外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者、またはこれに準ずる者

で文部科学大臣の指定した者 

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施

設の当該課程を修了した者 

（５）文部科学大臣の指定した者 

（６）大学入学資格検定規程（昭和２６年文部省令第１３号）により文部科学大臣の行う大

学入学資格検定に合格した者 

（７）相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると、本学が認めた

者 

（８）介護福祉コースの入学資格等については、特則で規定する。 

（入学出願手続） 

第29条 本学に入学を志願する者は、次の書類に検定料を添えて、所定の期日までに提出しなければ

ならない。 

（１）本学所定の入学願書 

（２）卒業または卒業見込証明書、もしくはその他入学資格を証明する書類 

（３）出身校の調査書 

（入学者の選考） 

第30条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。 

（入学手続） 

－学則－10－



11 

第31条 前条の選考に合格した者は、別に定めるところにより、入学金を添えて入学の手続をしなけ

ればならない。 

（入学許可） 

第32条 学長は、前条の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

（編入学） 

第33条 次の各号の一に該当する者で、本学への入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に

限り、別に定めるところにより、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。 

（１）大学を卒業した者または中途退学した者 

（２）短期大学を卒業した者または高等専門学校を卒業した者 

（３）学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第９２条の３に規定する者 

（４）学校教育法施行規則（平成１０年文部省令第３３号）第７７条の８第２項に規定する

者 

（転入学） 

第34条 他の大学に在学している者で、当該大学長の同意を得て、本学への入学を志願する者がある

ときは、欠員のある場合に限り選考の上、相当年次に入学を許可することができる。 

（再入学） 

第35条 第４０条の規定により、退学を許可された者で、同一学科に再入学を志願する者があるとき

は、相当年次に入学を許可することができる。 

２ 第４１条（２）号，（３）号，（４）号の規定により、除籍された者で、同一学科に再入

学を志願する者があるときは、相当年次に入学を許可する場合がある。 

（編入学等の決定） 

第36条 前３条の規定による入学の許可、および許可された者の既に履修した授業科目および単位数

の取扱いならびに在学すべき年数については、教授会の議を経て、学長が決定する。 

第11章 休学、留学、転学、転学部、転学科、退学および除籍 

（休 学） 

第37条 疾病その他やむを得ない理由により、３ケ月以上修学することができない者は、学長の許可

を得て、休学することができる。 

２ 疾病のため修学することが適当でないと認められる者について、学長は、休学を命ずるこ

とができる。 

３ 休学の期間は１ケ年以内とする。ただし、特別の事由があるときは、引き続きさらに１ケ

年以内の休学を許可することがある。また、休学の期間は、通算して４年を超えることがで

きない。 

４ 休学期間満了の場合または休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復

学することができる。 

５ 休学の期間は、第１１条第２項の在学年限に算入しない。 

（留 学） 

第38条 外国の大学に留学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 

２ 留学した期間は、第１１条および第２４条の在学年限に算入する。 

（転学および転学部、転学科） 

第39条 他の大学に転学を志願する者は、学長の許可を受けなければならない。 

２ 本学内で転学部、転学科を志願する者がある時は、当該学部、学科に欠員のある場合に限

り、選考の上、学長が許可することがある。転学部、転学科に関する規程は別に定める。 

（退 学） 

第40条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 

（除 籍） 
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第41条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。 

（１）第１１条第２項に定める在学年限を超えた者 

（２）授業料等学費の納付を怠り、催促してもなお納付しない者 

（３）第３７条第３項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者 

（４）長期にわたり行方不明の者 

第12章 検定料、入学金、授業料 等 

（検定料等の金額） 

第42条 本学の検定料、入学金、授業料、施設費、維持管理費、実習費または実験実習費および新入

生特別研修費の金額は、別表のとおりとする。ただし、併設文京学院大学女子高等学校から入

学した者の入学金については、別途定める規定に基づき入学金の減免を受けることができる。 

２ 第３３条、第３４条、第３５条の規定に基づき本学に入学を許可された者が納める学費

は、原則として当該者の属する年次の在学者に係わる学費と同額とする。ただし、検定料お

よび入学金は、入学する年度の学則に定められた額とする。また、施設費は入学年次により

別表のとおり一部免除する。また、併設文京学院短期大学を卒業した者の入学金は、１０

０，０００円とし、施設費は免除する。併設文京学院大学医学技術専門学校を卒業した者の

入学金は１００，０００円とする。 

（授業料等の納入） 

第43条 授業料、維持管理費、施設費および実験実習費は、次の２期に分けて納入しなければならな

い。ただし、特別の事情があると認められる者は、延納を許可することがある。 

前期 ４月３０日まで   後期 １０月３１日まで 

２ 新入生特別研修費は、４月３０日までに納入しなければならない。ただし、特別の事情が

あると認められる者は、延納を許可することがある。 

３ 入学金は、所定の期日までに納入しなければならない。 

（休学の場合の授業料等） 

第44条 休学中は、授業料等の納付金を納入しなければならない。ただし、当該期開始前に休学の申

請があり、休学を許可され、または命じられた者については、前期の全期間または後期の全期

間を休学したときは、その期の授業料、新入生特別研修費および実験実習費を免除する。 

２ 期の途中、前期においては６月３０日（休日の場合はその前日）、後期においては１２月

２７日（休日の場合はその前日）までに休学の申請があり、休学を許可され、または命じら

れた者については、その学期について納入すべき授業料および実験実習費の２分の１を減額

する。但し、その期（前期・後期）の単位付与はしない。 

３ 前項の手続きについては、教授会の審議決定を踏まえ、学長の許可の基に行う。 

（退学、停学等の場合の授業料等） 

第45条 前期または後期の途中で退学もしくは転学した者については、当該期分の授業料、維持管理

費および実験実習費を納入しなければならない。 

２ 停学期間中の授業料、維持管理費および実験実習費は、納入しなければならない。 

（納入した検定料等） 

第46条 納入した検定料、入学金、授業料、施設費、維持管理費、新入生特別研修費および実験実習

費は、返還しない。 

ただし、本学則第４４条に規定する休学の場合の授業料等については、既に納付された授業

料等をその全額または２分の１を返還する。 

第13章 科目等履修生、聴講生、研究生、外国人留学生、長期履修学生 

（科目等履修生） 

第47条 本学において、特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは、本学の教育に支

障がない限りにおいて、選考の上、科目等履修生として履修を許可することがある。 

２ 科目等履修生に関する事項は、別に定める。 
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（聴講生） 

第48条 本学所定の授業科目中、その１科目の聴講を願い出る者があるときは、当該授業に支障のな

い限りにおいて、聴講生として、聴講を許可することがある。 

２ 聴講生に関する事項は、別に定める。 

（研究生） 

第49条 本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、当該学科

の授業および研究に支障がない限りにおいて、選考の上、研究生として入学を許可することが

ある。 

２ 研究生に関する事項は、別に定める。 

（外国人留学生） 

第50条 外国人で、大学等において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があ

るときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生に関する事項は、別に定める。 

（長期履修学生） 

第51条 長期履修学生に関する事項は、別に定める。 

第14章 賞    罰 

（表 彰） 

第52条 学生として表彰に値する行為があった者には、教授会ならびに大学運営会議の議を経て、学

長が表彰することができる。 

２ 表彰に関する事項は、別に定める。 

（懲 戒） 

第53条 本学の規則に違反し、または学生としての本分に反する行為をした者は、教授会ならびに大

学運営会議の議を経て、学長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は、訓告、停学および退学とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対し行う。 

（１）性行不良で改善の見込みがないと認められる者。 

（２）本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者。 

４ 懲戒に関する事項は、別に定める。 

第15章 図 書 館 

（図書館） 

第54条 本学に図書館を置く。 

２ 図書館に関する事項は、別に定める。 

第16章 研 究 所 

（研究所） 

第55条 本学に研究所を置くことができる。 

２ 研究所に関する事項は、別に定める。 

第17章 厚 生 施 設 

（寄宿寮） 

第56条 本学に学生寮を置く。 

２ 学生寮に関する事項は、別に定める。 

第18章 公 開 講 座 

（公開講座） 
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第57条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することができる。 

２ 公開講座に関する事項は、別に定める。 

第19章 情報教育研究センター 

（情報教育研究センター） 

第58条 本学に情報教育研究センターを置く。 

２ 情報教育研究センターに関する事項は、別に定める。 

第20章 保育実践研究センター 

（保育実践研究センター） 

第59条 本学に保育実践研究センターを置く。 

２ 保育実践研究センターに関する事項は、別に定める。 

第21章 文京語学教育研究センター 

（文京語学教育研究センター） 

第60条 本学に文京語学教育研究センター（ＢＬＥＣ）を置く。 

２ 文京語学教育研究センターに関する事項は、別に定める。 

第22章 子ども英語教育センター 

（子ども英語教育センター） 

第61条 本学に子ども英語教育センターを置く。 

２ 子ども英語教育センターに関する事項は、別に定める。 

第23章 心理臨床・福祉センター 

（心理臨床・福祉センター） 

第62条 本学に心理臨床・福祉センターを置く。 

２ 心理臨床・福祉センターに関する事項は、別に定める。 

第24章 臨床心理相談センター 

（臨床心理相談センター） 

第63条 本学に臨床心理相談センターを置く。 

２ 臨床心理相談センターに関する事項は、別に定める。 

第25章 国際交流センター 

（国際交流センター） 

第64条 本学に国際交流センターを置く。 

２ 国際交流センターに関する事項は、別に定める。 

第26章 コンテンツ多言語知財化センター 

（コンテンツ多言語知財化センター） 

第65条 本学にコンテンツ多言語知財化センターを置く。 

２ コンテンツ多言語知財化センターに関する事項は、別に定める。 

第27章 地域連携センター 

（地域連携センター） 

第66条 本学に地域連携センターを置く。 

２ 地域連携センターに関する事項は、別に定める。 
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第28章 教職課程センター 

（教職課程センター） 

第67条 本学に教職課程センターを置く。 

２ 教職課程センターに関する事項は、別に定める。 

第29章 学習サポートセンター 

（学習サポートセンター） 

第68条 本学に学習サポートセンターを置く。 

２ 学習サポートセンターに関する事項は、別に定める。 

第30章 まちづくり研究センター 

（まちづくり研究センター） 

第69条 本学にまちづくり研究センターを置く。 

２ まちづくり研究センターに関する事項は、別に定める。 

第31章 教学ＩＲセンター 

（教学ＩＲセンター） 

第70条 本学に教学ＩＲセンターを置く。 

２ 教学ＩＲセンターに関する事項は、別に定める。 

第32章 ＤＸ推進センター 

（ＤＸ推進センター） 

第71条 本学にＤＸ推進センターを置く。 

２ ＤＸ推進センターに関する事項は、別に定める。 

第33章 社会連携研究所 

（社会連携研究所） 

第72条 本学に社会連携研究所を置く。 

２ 社会連携研究所に関する事項は、別に定める。 

第34章 デザイン・シンキング研究センター 

（デザイン・シンキング研究センター） 

第73条 本学にデザイン・シンキング研究センターを置く。 

２ デザイン・シンキング研究センターに関する事項は、別に定める。 

第35章 介護福祉士養成施設に係る事項の特則 

（介護福祉士養成施設特則） 

第74条 本大学は、介護福祉士養成施設（昼間課程）であるため、これに必要な特則を設けて管理運

営する。本特則に定めのない事項は、学則の他の条文および大学諸規程を適用する。 

（設置目的） 

第75条 文京学院大学人間学部人間福祉学科は、学科内に介護福祉コースを設けて、社会に貢献する

有為な介護福祉士を養成することを目的とした教育を行う。 

（名称・位置） 

第76条 介護福祉士養成のためのコースを、文京学院大学人間学部人間福祉学科介護福祉コースとい

う。 

２ 本コースは、埼玉県ふじみ野市亀久保１１９６番地に所在する。 
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（修業年限、学生定員、学級数） 

第77条 本コースの修業年限は、４年とする。学生は、８年を超えて在学することはできない。 

２ 本コースの学生定員および学級数は次のとおりとする。 

学部名 学科名 コース名 入学定員 収容定員 学級数 

人間学部 
人間福祉

学科 

介護福祉コ

ース 
３０名 １２０名 

各学年１

学級 

※本定員は、人間福祉学科の入学定員・収容定員の内数であり、学科の定員に含まれる。 

（養成課程および履修方法等） 

第78条 人間学部人間福祉学科介護福祉コースは、介護福祉士の養成を目的として４年間の教育を行

う。 

２ 人間学部人間福祉学科介護福祉コースの授業科目を分けて、大学特別科目、学部共通科

目、介護福祉士養成指定科目、卒業研究、人間福祉基礎科目、社会福祉専門科目、精神保健

福祉専門科目、介護福祉専門科目、人間福祉関連科目、福祉マネジメント科目および海外留

学科目とする。 

（１）介護福祉士養成指定科目の種類および単位数は、別表のとおりとする。 

（２）前号に定めるものの他、必要に応じて特定の授業科目を設けることがある。 

３ 人間学部人間福祉学科介護福祉コースの介護福祉士養成指定科目については、科目等履

修、聴講履修は認めない。 

（入学時期・入学資格・入学者の選考・入学手続き） 

第79条 入学の時期は、学年の始めとする。 

２ 入学者の選考は、出身学校の成績、本学が行う学力検査の成績を勘案して適正に行う。入

学試験の種別、各種別の選考方法、各種別の募集定員、出願時期、選考日時、合否発表日時

等については、募集要項で定める。 

３ 前項の選考に合格した者は、別に定めるところにより、入学金を添えて入学の手続きをし

なければならない。 

４ 学則第３３条、第３４条の定めにかかわらず、本コースでは、他の大学からの編入学、転

入学は認めない。また、学則第３９条第２項に規定した学内での転学部、転学科、転専攻、

転コースについても受入れを行わない。 

５ 学則第１９条、第２０条、第２１条、第２２条に規定した、他の教育施設での修得単位に

ついては、介護福祉士養成指定科目についての本コースでの単位認定は行わない。 

（試験、追試験、再試験） 

第80条 試験は、期日を定めて定期試験を行うほか、通常授業内に随時行う。 

２ 随時行われる試験および定期試験を正当な理由により受けることができなかった者は追試

験、特段の理由がないのに欠席した者および受験したが不合格となった者に対しては、再試

験をそれぞれ１回に限り認めることがある。ただし、３年次までの選択科目については原則

として再試験を実施しない。 

（１）追試験は、ＡＡを最高として、また、再試験は、本試験における不合格者等に対して

行われるものであるから、Ｃを最高として評価する。 

（２）追試験の受験者は、試験を受けられなかった事情を証明するもの（診断書・事故証明

など）の提出がないかぎり、原則として再試験とみなされる。 

（単位の授与） 

第81条 授業科目を履修し認定された者には、所定の単位を与える。 

２ 単位取得の認定は、試験、論文その他の方法によるものとする。 

３ 社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則に掲げられた各科目の出席

時間数が、指定規則に定める時間数の３分の２（介護実習は５分の４）に満たない者につい

ては、当該科目の履修を認定しない。 

（成績の評価） 

第82条 成績の評価については、学則第２３条に規定した「学修の評価」を準用する。 
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（卒業の要件） 

第83条 本学人間学部人間福祉学科介護福祉コースを卒業するためには、次の各号の要件を満たさな

ければならない。 

（１）本コースに４年以上在学すること。 

（２）大学特別科目、学部共通科目、介護福祉士養成指定科目、卒業研究、人間福祉基礎科

目、社会福祉専門科目、精神保健福祉専門科目、介護福祉専門科目、人間福祉関連科

目、福祉マネジメント科目および海外留学科目の中から、必修を含め１２４単位以上を

修得すること。 

（教職員組織） 

第84条 本学に、介護福祉士養成所長、専任教員、専任職員を置く。なお、必要に応じて、非常勤教

員、非常勤職員を置くことができる。 

２ 本コースの専任教員は、教授、准教授、助教とする。 

３ 本コースに、事務職員およびその他必要な職員を置く。 

４ 職員は、それぞれの職務に従事する。 

（１）所長は、校務を掌り、所属職員を統督する。大学長が本養成所長を兼務する。 

（２）教授は、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。 

（３）准教授は、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。 

（４）助教は、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。 

（５）助手は、所属組織の教育研究の円滑な実施に必要な業務を行う。 

（６）事務職員および必要な職員は、大学の事務全般を掌る。 

第36章 改  正 

第85条 本学則の改正は、教授会および大学運営会議の議を経て理事会が決定するものとする。 

  

附 則 

１ この学則は、令和８年４月１日から施行する。 

ただし、令和７年度以前の入学者については、入学年度の学則による。 

２ 令和７年４月に実施する改組改編に伴い、次の学部等の収容定員は第３条の規程にかかわらず、

令和７年度から令和１０年度までは次のとおりとする。 

 令和７年度に学生募集を停止する学科 人間学部コミュニケーション社会学科 

   令和7年度に定員を変更する学部 外国語学部 

学部 学科・専攻 令和７年

度 

令和８年

度 

令和９年

度 

令和１０年

度 

人間学部 コミュニケーション社

会学科 

１８０名 １２０名 ６０名 ０ 

外国語学

部 

  

  

英語コミュニケーショ

ン学科 

９６０名 ８８０名 ８００名 ７２０名 
 国際ビジネスコミュ

ニケーション専攻 

 国際教養コミュニケ

ーション専攻 
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第 15 条第 13 項第 1 号別表 授業科目の種類および単位数（案） 
＜ヒューマン・データサイエンス学部 ヒューマン・データサイエンス学科＞ 
 

授業科目の名称 
単位数 

必修 選択 

大学特別科目 人間共生論 2  

教養科目 

情報リテラシーⅠ 

情報リテラシーⅡ 

英語Ⅰ 

英語Ⅱ 

日本国憲法 

法学 

哲学 

ジェンダー論 

経済学 

フィットネス科学 

フィットネス科学演習Ⅰ 

フィットネス科学演習Ⅱ 

ジェンダード・イノベーションと地域社会 

パーソナルファイナンス 

社会調査法Ⅰ 

社会調査法Ⅱ 

社会統計学Ⅰ 

社会統計学Ⅱ 

量的データ分析 

質的データ分析 

社会調査法実践（質的）Ⅰ 

社会調査法実践（質的）Ⅱ 

社会調査法実践（量的）Ⅰ 

社会調査法実践（量的）Ⅱ 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

キャリア・インターンシップ科目 

キャリアデザインⅠ 

キャリアデザインⅡ 

インターンシップ 

キャリア特講Ⅰ 

キャリア特講Ⅱ 

2 

2 

 

 

  

 

 

4 

2 

2 
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学科基礎科目 

初年次演習Ⅰ 

初年次演習Ⅱ 

データサイエンスへのいざない 

2 

2 

2  

 

 

  

データサイエンス科目 

データサイエンス 

プログラミングⅠ 

プログラミングⅡ 

プログラミングⅢ 

ドメインとデータサイエンス 

シミュレーション論 

ヒューマンデータ可視化法 

音声解析概論 

画像解析概論 

自然言語解析概論 

時空間データ分析 

IoT とヒューマンデータ 

IoT と GIS 

データマイニング概論 

トピックモデル概論 

データサイエンス特講Ⅰ 

データサイエンス特講Ⅱ 

4 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

  

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

データエンジニアリ

ング 

ヒューマンデータエンジニアリング演習Ⅰ 

ヒューマンデータエンジニアリング演習Ⅱ 

データベースシステム概論 

システム設計論 

ICT システム論 

サイバーセキュリティ概論 

 

 

2 

2 

 

  

2 

2 

 

 

2 

2 

AI 

機械学習入門 

機械学習応用 

人工知能(AI)応用Ⅰ 

人工知能(AI)応用Ⅱ 

2 

2 

 

  

 

 

2 

2 

数理・統計 

基礎統計学 

統計処理演習 

データサイエンスと線形代数 

データサイエンスと微積分 

データサイエンスと物理 

ベイズ推定とデータサイエンス 

ベイズ推定と意思決定 

2 

2 

2 

2 

 

 

  

 

 

 

 

2 

2 

2 
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ヒューマン・ドメイン

科目 

ヘルスケア 

ヘルスケア入門 

心理学概論 

心身測定学 

生化学と栄養 

生体検査学 

発達学概論 

リハビリテーション論 

ヘルスプロモーション 

バイオメカニクス 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

地域づくり 

地域づくり入門 

都市論 

地域政策論 

共生まちづくり論 

ジェンダーと開発研究 

家族生活論 

国際協力論 

アジア地域研究 

アフリカ地域研究 

自然環境保護論  

環境ビジネス論  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

異文化間コミュニケ

ーション 

異文化間コミュニケーション入門 

異文化間コミュニケーション 

ソーシャルメディア論 

宗教の世界史 

比較文化論 

教育社会学概論 

比較教育学 

メディア概論 

メディアリテラシー 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

プロジェクトマネジメ

ント科目 

プロジェクトマネジ

メント 

未来体験プログラム 

共生社会フィールドスタディーズ 

プロジェクトマネジメント概論 

プロジェクトマネジメント演習 

2 

 

2 

2 

 

6 

 

 

経営学基礎 

経営学入門 

事業戦略論 

マーケティング概論 

企業会計Ⅰ 

企業会計Ⅱ  

2 

 

 

 

  

 

2 

2 

2 

2  
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  DX マネジメント概論  2 

実践科目 

ドメインとデータ解

析 

ドメインとデータ解析演習 A 

ドメインとデータ解析演習 B 

ドメインとデータ解析演習 C 

ドメインとデータ解析演習 D 

ドメインとデータ解析演習 E 

ドメインとデータ解析演習 F 

ドメインとデータ解析演習 G 

 

 

 

 

 

 

  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

ゼミナール 
ゼミナールⅠ 

ゼミナールⅡ 

2 

2 
  

卒業研究 
卒業研究Ⅰ 

卒業研究Ⅱ 

4 

4 
  

１．他学部・他学科の単位取得の上限は、30 単位とし、学科基礎科目の領域として扱う。 
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第42条第1項別表・第42条第2項別表（学費）（案） 

 
 

  

学則第４２条第１項別表 

 

区     分 令和８年度入学者 

検 定 料     ３５，０００円 

入 学 金     ２７０，０００円 

授 業 料 

（年額） 

経営学部 第１年次 ８８２，０００円 

人間学部 第２年次 ８８８，０００円 

外国語学部 第３年次 ８９４，０００円 

 第４年次 ９００，０００円 

ヒューマン・データ 

サイエンス学部 

第１年次 ８８８，０００円 

第２年次 ８９４，０００円 

第３年次 ９００，０００円 

第４年次 ９０６，０００円 

保健医療技術学部 理学・作業・臨床  第１年次 ９７６，０００円 

第２年次 ９８２，０００円 

第３年次 ９８８，０００円 

第４年次 ９９４，０００円 

看護学科      第１年次 １，０１６，０００円 

第２年次 １，０２２，０００円 

第３年次 １，０２８，０００円 

第４年次 １，０３４，０００円 

施 設 費 

（年額） 

経営学部   ６０，０００円 

人間学部 ６０，０００円 

外国語学部 ６０，０００円 

保健医療技術学部 １５０，０００円 

ヒューマン・データ 

サイエンス学部 

第１年次 ６０，０００円 

第２～４年次 １００，０００円 

維持管理費 

（年額） 

経営学部   １７０，０００円 

人間学部 １７０，０００円 

外国語学部 １７０，０００円 

保健医療技術学部 ２７０，０００円 

ヒューマン・データ 

サイエンス学部 

第１年次 １７０，０００円 

第２～４年次 ２４０，０００円 

実 習 費（年 経営学部   ２０，０００円 
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額） 外国語学部 ２０，０００円 

保健医療技術学部 ２２０，０００円 

ヒューマン・データ 

サイエンス学部 

第１年次 ４０，０００円 

第２～４年次 １２０，０００円 

実験・実習費（年

額） 

人間学部 コミュニケーション社会学科、 

児童発達学科、人間福祉学科 

３０，０００円 

心理学科 ５０，０００円 

新入生特別研修費   第１年次 １２，０００円 

１．保育士資格、幼稚園教諭免許、小学校教諭免許、中学教諭免許、高校教諭免許、社会福

祉士受験資格、精神保健福祉士受験資格、介護福祉士受験資格、保健師受験資格の各課程

履修者は、別途それぞれの履修費・実習費を納付するものとする。 

２．本学の同一年度入試において再受験する場合の検定料は、１０，０００円とする。大学

入試センター試験利用入試の検定料は、１５，０００円とする。試験ごとの併願の詳細に

ついては別途定める。 

３．科目等履修生の登録料は１０，０００円、受講料は１単位について１５，０００円とす

る。 

４．聴講生の登録料は１０，０００円、聴講料は１単位について７，５００円とする。 

５．外国人留学生試験での入学者については、入学金・授業料の各２０％を減免する。な

お、経営学部編入学について、協定のある外国の大学からの入学の場合の学費については

別途協定で定める。 

６．保健医療技術学部の外部実習における交通費、宿泊費、食費等専ら本人に係る費用は、

各自負担とする。 

７．４年間の在学期間を超えて修業する場合の授業料、維持管理費、実習費・実験実習費に

ついては、半年で卒業となるときは４年次の年額の半額をもって足るものとする。１年間

の在学を要するときは、４年次の設定学費と同額とする。６年次以降も同様の扱いとす

る。 

８．長期履修学生については、別途定める。 

９．保健医療技術学部の留年生に係わる学費については、別途定める。 

  

学則第４２条第２項別表 

一部免除対象学費 ２年次入学者の免除額 ３年次入学者の免除額 

施設費 所定の額の４分の１ 所定の額の２分の１ 
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教 授 会 規 程 

 

（趣 旨） 

第１条 本規程は、文京学院大学学則（以下、「学則」という。）第８条第２項に基づき、全

学教授会および学部教授会に関する事項を定める。 

（全学教授会） 

第２条 全学教授会は、本学の全学部の教授をもって組織する。 

２ 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認める場合は、准教授、助教および助手を加

えることができる。 

３ 学長は、留学、出張、その他の理由により長期（１ヶ月以上）にわたり出席できない者

があるときは、その期間、当該者を構成員から除外することができる。 

４ 学院長、副学長、学長補佐および法人事務局長、統括ディレクター、キャンパスディレ

クターは教授会に出席し、意見を述べることができる。 

（召 集） 

第３条 学長は、全学教授会を招集しその議長となる。 

２ 全学教授会は、原則として年３回の開催とする。 

（定足数と議決方法） 

第４条 全学教授会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。 

２ 全学教授会の議決は、出席構成員（助手を除く）の過半数によるものとし、可否同数の

ときは、議長がこれを決する。 

３ 投票による議決を必要とする場合は、無記名投票によるものとする。 

（審議事項）  

第５条 全学教授会は、次の事項を審議する。  

(1) 教育および研究に関する全学的重要事項 

(2) 大学の意思統一に関する事項   

(3) 大学教員の研修  

(4) 学院長および学長が委嘱した事項  

(5) その他大学に関する重要な事項  

全学教授会の議案は学長が全学教授会に提出する。  

（委員会等の設置）  

第６条 全学教授会は、必要に応じ、委員会または担当等を置くことができる。  

２ 委員会等については、別に定める。  

（報 告）  

第７条 全学教授会の審議結果は、学長が学院長に報告するものとする。  

（議事録）  

第８条 学長は、全学教授会の審議事項について議事録を作成し、次の全学教授会に報告し、
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保管するものとする。  

２ 議事録への署名人は、学長のほか、学部長とする。  

３ 委員会に付託した議事が含まれる場合の議事録には、その委員長の署名を要する。  

（庶 務）  

第９条 全学教授会に関する事務は、統括ディレクターが行う。 

（学部教授会）  

第１０条 学部教授会（以下、「教授会」という。）は、学部の教授をもって組織する。  

２ 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認める場合は、准教授、助教および助手を加

えることができる。  

３ 学部長は、留学、出張、その他の理由により長期（１ケ月以上）にわたり出席できない

者があるときは、その期間、当該者を構成員から除外することができる。 

４ 学院長、学長、副学長、学長補佐および法人事務局長、統括ディレクター、キャンパス

ディレクターは教授会に出席し、意見を述べることができる。 

（教員の人事） 

第１１条 教員人事に関する教育研究業績審査については、人事委員会に付託し、人事教授

会において審議する。 

（招 集） 

第１２条 学部長は、必要に応じ、教授会を招集し、その議長となる。 

２ 教授会は、毎月１回の開催とする。 

（定足数と議決方法） 

第１３条 教授会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。ただし、教員人事に関する

重要事項については、教授３分の２以上の出席をもって成立するものとする。 

２ 教授会の議決は、出席構成員（助手を除く）の過半数によるものとし、可否同数のとき

は議長がこれを決する。教員人事に関する重要事項については、出席教授３分の２以上に

よるものとする。 

３ 投票による議決を必要とする場合は、無記名投票によるものとする。 

（審議事項） 

第１４条 教授会は、次の事項を審議し、学長が決定を行うにあたり意見を述べる。 

１）学生の入学、編入学、転入学、再入学、休学、留学、転学、転学部、転学科、退

学、除籍、卒業及び課程の修了に関する事項 

２）学位の授与に関する事項 

３）学長が定める事項 

※｢学校教育法第９３条２項３号の学長が定める事項｣については、別途学長裁定規

程として定める。 

２ 教授会は、次の事項を審議し、学長等（学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織

の長）から求められた場合、意見を述べる。 
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１）科目等履修生、聴講生、研究生、外国人留学生に関する事項 

２）学生団体および学生の生活指導に関する事項 

３）学生の賞罰に関する事項 

４）その他教育研究に関する事項 

３ 教授会の議案は学部長が教授会に提出する。 

（緊急の処置） 

第１５条 緊急を要する事項については、学部長は、学長に報告し、学長の指示により適宜

これを処理し、直後の教授会において報告するものとする。 

（委員会等の設置） 

第１６条 教授会は、必要に応じ、委員会または担当等を置くことができる。 

２ 委員会等については、別に定める。 

（報 告） 

第１７条 教授会の審議結果は、学部長が学長に報告し、意見を述べるものとする。 

（議 事 録） 

第１８条 学部長は、教授会の審議事項について議事録を作成し、次の教授会に報告し、保

管するものとする。 

２ 議事録への署名人は、学部長のほか、教授２名とする。 

３ 委員会に付託した議事が含まれる場合の議事録には、その委員長の署名を要する。 

（庶 務） 

第１９条 教授会に関する事務は、本学学生支援センター教務グループが行う。 

（改 正） 

第２０条 本規程の改正は、教授会及び大学運営会議の議を経て理事会が決定するものとす

る。 

 

 

 附 則 

１ この規程は、平成３年４月１日から施行する。 

２ この規程は、平成９年４月１日から施行する。 

３ この規程は、平成１０年４月１日から施行する。 

４ この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

５ この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 

６ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

７ この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

８ この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

９ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

10 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
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11 この規程は、令和４年１１月１日から施行する。 

12 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

13 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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